
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

保険会社から示談金を

提示されたけど、示談

してもいいのだろう

か・・・。 

車同士で事故にあったの

だけれど、どこに相談に

行ったらいいの？ 

●お問い合わせ先 

 神奈川県弁護士会 総合法律相談センター 

 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通９ 神奈川県弁護士会館 

 TEL 045-211-7700 

弁護士費用特約がつい

ているのだけれど、どの

ように利用したらいい

のかな・・・。 

 

tel:045-211-7726


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●無料電話相談は、同一事故につき、お一人様１回までのご利用とさせていただきます。 

●相談内容は民事関係に限り、刑事処分や行政処分に関するご相談は対象外となります。 

●面談相談をご希望の場合、日弁連交通事故相談センターでの法律相談（30分無料）がございます 

 ので、神奈川県弁護士会（045-211-7700）にご連絡いただきご予約ください。 

2025.12   

 


